様式第１号に添付
誓　約　書

高　砂　市　長　様

　高砂市空き店舗等活用支援事業補助金の交付を申請するに当たり、以下の事項について誓約します。

· 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に規定する風俗
営業及び性風俗関連特殊営業でないこと。
· 新規出店であり、既に補助の対象地域において飲食店、小売業又は生活関連サービス業を営んでい　　る店舗を移転しようとするものでないこと。
· 賃借する空き店舗等を他の者に転貸して業務を行うものでないこと。
· 新規出店をする店舗等について、補助金申請時において出店後２年以上継続して営業する意思があ
ること。
· 当該空き店舗等の所有者と親族関係を有する者又は生計を一にする者でないこと。
· （当該空き店舗等の所有者が法人の場合）当該法人の役員、その役員の親族又は従業員等でないこ
と。
· （当該空き店舗等の所有者が法人で、かつ、補助金の申請者が別の法人である場合）各法人の代表
者が親族関係又は生計を一にする関係でないこと。
· 宗教の普及又は政治活動を目的としていないこと。
· 申請者及びその世帯構成員について、高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例（平成24 
年高砂市条例第5号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。
· 空き店舗等の活用に当たっては、都市計画法（昭和43年法律第100号）、農地法（昭和27年法律
第229号）、建築基準法（昭和25年法律第201号）その他の関係法令を遵守すること。
· 空き店舗等の所有者以外の者が改修を行う場合は、２年以上の賃借期間の確保、改修に対する空き
店舗等の所有者の同意、賃借期間終了後の原状回復義務の免除及び買取請求権の放棄を明確にすること。
· 補助行為の完了した空き店舗等の管理状況及び活用状況等について、市が報告を求めた場合は、必要
な協力を行うこと。
· 補助行為の完了後も２年以上店舗等として利用すること。

令和 年 月 日　
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